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○

ﾘべーﾄって交際費？

Q:当社は、得意先に対し、売上金額の1

％のリベートを金銭で支払っていますが、こ

のリベートは交際費に該当するのでしょうか。

A-:金銭による売上割戻しとなりますので、

交際費等には該当しません。

【解説】 、

会社がその得意先である事業者に対し、売

上高もしくは売掛金の回収高に比例して、又

は売上高の一定額ごとに金銭で支出する売上

割戻しの費用及びこれらの基準のほかに得意

先の営業地域の特殊事情、協力度合等を勘案
して金銭で支出する費用は、交際費等には該

当しないものとされています。

ここでいう交際費等に該当しない売上割戻

しとして取り扱われるものとは、次の要件を

満たすものです。

(1)法人の得意先である事業者に対して支出す

るものであってその従業員に支払われるも

のでないこと。この場合、相手先は支払を

受けた金額を収益に計上します。

従業員に支払われているもので取引の謝

礼としての意味を有するものは、交際費等

に該当します。

(2)その支払額が販売実績、回収実績等に応じ

ているか、又は得意先の営業地域の特殊事

情や協力度合を勘案して支出するものであ
ること。

(3)金銭で支出するものであること。

物品を贈答したり、旅行や観劇に招待し

た場合には、原則として交際費等に該当し

ます。

崖昌竺．樫

L乏量全。


